
　　松屋株式会社は経営理念である「感謝をカタチに　社会を笑顔に」を実現するため、下記の通り宣言をし、その実施に

向けて率先して取り組んでいくことをお約束致します。

・ 過大な営業行為の制限

正常な商慣習を超えた過剰な投資は致しません。

お客様の事業者選択を制限するような条件付きの契約の締結は致しません。

・ 三部料金制の徹底

LPガス料金に関して「基本料金」「従量料金」「設備利用料金」からなる三部料金制を導入し、それに該当するお客様に

関しては、その表示を徹底します。

・ LPガス料金等の情報提供

集合物件のご入居者様のうち、希望されるお客様に対しては不動産オーナー、不動産管理会社を通じて事前に料金を開示

するよう徹底します。
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